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北本市農業委員会 

 

第１ 基本的な考え方 

北本市農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推

進委員」という）が連携し、「農地等の利用の最適化の推進」に取り組

むため、農業委員会等に関する法律第７条第１項に基づく指針として、

具体的な目標と推進方法、目標の達成状況に対する評価方法等を次のと

おり定める。 

なお、この指針は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律

案による改正後の農業経営基盤強化促進法（以下「改正基盤法」とい

う。）第５条第１項に規定する埼玉県の農業経営基盤の強化の促進に関

する基本方針及び改正基盤法第６条第１項に規定する北本市の農業経営

基盤の強化の促進に関する基本構想を踏まえた農業委員会の長期的な目

標として１０年後に目指す農地の状況等を示すものであり、農業委員及

び推進委員の改選期である３年毎に検証・見直しを行うものとする。 

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化

活動の推進等について」に基づく「最適化活動の目標の設定等」のとお

りとする。 

 

第２ 具体的な目標、推進方法及び評価方法 

１ 遊休農地の解消目標について 

（１）遊休農地の解消目標 

遊休農地の増加を抑制するとともに、遊休農地について、年間

０．５ヘクタールの解消を目指す。（平成２８年度の遊休農地

は、１６．８ヘクタール） 

（２）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

 ① 農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について 



 

   農業委員と推進委員が連携して農地利用状況調査及び利用意向調

査を行い、結果について速やかに農業委員会サポートシステムに

反映する。 

 ② 農地中間管理機構との連携について 

   利用意向調査を踏まえ、農地中間管理機構と密に連携を図る。 

（３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

   遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により

評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進

等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の

状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

  

２ 担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１）担い手への農地利用集積目標 

１２０ヘクタールを目標とする。（平成２８年度の集積面積は、

１１２．３ヘクタール） 

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

   農業委員及び推進委員の現場活動等により把握した情報をもとに

北本市と連携し、利用権設定等により農地利用集積を進める。 

（３）担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法 

   担い手への農地利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率

により評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進

等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の

状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

 

３ 新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標 

   ３経営体を目標とする。 

（２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 



 

   埼玉県、北本市及びさいたま農業協同組合と連携し、農業を始め

ようとする新規就農者へのサポート体制を構築する。 

（３）新規参入の促進の評価方法 

   新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者（個人、法人）の数に

より評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進

等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の

状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

 


